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会
計
検
査
院
法
第
三
十
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
書
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大

会
に
向
け
た
取
組
状
況
等
に
関
す
る
会
計
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書 
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会
計
検
査
院
法
第
三
十
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
書
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大

会
に
向
け
た
取
組
状
況
等
に
関
す
る
会
計
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
」
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

会
計
検
査
院
は
、
昨
年
十
二
月
、
会
計
検
査
院
法
第
三
十
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
「
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン

ピ
ッ
ク
競
技
大
会
に
向
け
た
取
組
状
況
等
に
関
す
る
会
計
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
」
と
題
し
た
三
回
目
の
報
告
書
（
以
下
「
令

和
四
年
報
告
」
）
を
取
り
ま
と
め
、
参
議
院
議
長
に
提
出
し
た
。 

 

こ
の
経
緯
に
つ
い
て
、
以
下
、
質
問
す
る
。 

一 

会
計
検
査
院
は
、
令
和
四
年
報
告
に
先
立
ち
、
平
成
三
十
年
十
月
及
び
令
和
元
年
十
二
月
に
も
同
じ
表
題
の
報
告
書
を
参

議
院
議
長
に
提
出
し
て
お
り
、
こ
の
う
ち
、
令
和
元
年
十
二
月
に
提
出
し
た
報
告
書
の
所
見
に
お
い
て
、
「
オ
リ
パ
ラ
事
務

局
は
、
国
が
担
う
必
要
が
あ
る
業
務
に
つ
い
て
国
民
に
周
知
し
て
理
解
を
求
め
る
た
め
に
、
各
府
省
等
か
ら
情
報
を
集
約
し

て
、
業
務
の
内
容
、
経
費
の
規
模
等
の
全
体
像
を
把
握
し
て
公
表
す
る
こ
と
に
つ
い
て
充
実
を
図
っ
て
い
く
こ
と
」
を
求
め

て
い
る
。 

 
 

ま
た
、
衆
参
両
院
は
、
「
平
成
三
十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
特
別
措
置

法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
の
審
査
に
際
し
、
衆
議
院
文
部
科
学
委
員
会
及
び
参
議
院
文
教
科
学
委
員
会
に
お
い
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て
、
同
法
の
施
行
に
当
た
り
、
「
本
大
会
の
延
期
及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
伴
い
追
加
的
な
経
費
が
必
要

に
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
政
府
、
東
京
都
及
び
大
会
組
織
委
員
会
は
、
可
能
な
限
り
本
大
会
の
開
催
に
要
す

る
経
費
の
抑
制
を
図
る
と
と
も
に
、
追
加
的
経
費
を
含
め
た
総
経
費
の
内
訳
や
分
担
に
つ
い
て
適
切
に
情
報
を
公
開
し
、
丁

寧
な
説
明
に
努
め
る
こ
と
。
」
と
の
附
帯
決
議
を
付
し
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
四
年
報
告
に
よ
れ
ば
、

「
ス
ポ
ー
ツ
庁
は
、
（
中
略
）
今
後
、
国
と
し
て
、
大
会
の
追
加
経
費
を
含
む
オ
リ
パ
ラ
関
係
予
算
の
支
出
額
等
を
取
り
ま

と
め
て
公
表
す
る
予
定
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。 

 
 

こ
の
よ
う
な
経
費
の
公
表
に
関
す
る
政
府
の
消
極
的
な
姿
勢
は
、
会
計
検
査
院
の
所
見
や
国
会
の
意
思
を
な
い
が
し
ろ
に

す
る
も
の
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

二 

令
和
四
年
報
告
の
所
見
に
お
い
て
、
会
計
検
査
院
は
、
「
国
は
、
今
後
、
国
際
的
な
大
規
模
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
、
実
施

主
体
等
が
資
金
不
足
に
陥
っ
た
際
に
政
府
が
補
塡
す
る
旨
の
政
府
保
証
書
を
発
行
し
て
、
協
力
及
び
支
援
を
行
う
な
ど
相
当

程
度
国
が
関
与
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
場
合
に
は
、
イ
ベ
ン
ト
の
た
め
に
国
が
負
担
す
る
経
費
の
総
額
（
見
込
額
）
を
イ

ベ
ン
ト
の
実
施
ま
で
に
適
時
に
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
イ
ベ
ン
ト
終
了
後
に
は
そ
の
執
行
状
況
を
明
ら
か
に
し
、
ま

た
、
イ
ベ
ン
ト
全
体
の
経
費
の
総
額
に
関
す
る
情
報
を
取
り
ま
と
め
て
明
ら
か
に
す
る
仕
組
み
を
あ
ら
か
じ
め
整
備
す
る
な
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ど
、
イ
ベ
ン
ト
の
招
致
及
び
実
施
に
対
す
る
国
民
の
理
解
に
資
す
る
よ
う
十
分
な
情
報
提
供
を
行
う
態
勢
を
検
討
す
る
こ

と
」
を
求
め
て
い
る
。 

 
 

現
在
、
札
幌
市
が
招
致
を
目
指
し
て
い
る
二
〇
三
〇
年
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
が
、
我
が
国

で
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
は
、
令
和
四
年
報
告
で
示
さ
れ
た
所
見
及
び
国
会
の
意
思
を
踏
ま
え
、
政
府
が
主
体

と
な
っ
て
経
費
の
総
額
に
関
す
る
情
報
を
取
り
ま
と
め
て
明
ら
か
に
す
る
な
ど
し
て
、
国
民
へ
の
説
明
責
任
を
当
然
に
果
た

す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。 

 

右
質
問
す
る
。 


